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北九州市告示第４３号  
  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。  
  令和６年２月６日 

北九州市長 武 内 和 久  
１  申請の概要  

（１） 申請者  
      北九州市若松区北湊町１３番２号 

日揮触媒化成株式会社北九州事業所 

取締役北九州事業所長 乗松達也 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  
      北九州市若松区北湊町１３番２号  

日揮触媒化成株式会社北九州事業所  
 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

（ア） Ｂ－２９及びＢ－３０ 

名称 Ｂ－２９ Ｂ－３０ 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４

６年政令第１８８号）別表第１

の第２７号ロに掲げる遠心分離

機 

水質汚濁防止法施行令別表第１

の第２７号ロに掲げる遠心分離

機 

能力 ３，０００ｍℓ ／回 ２，０００ｍℓ ／回 

（イ） Ｂ－３１－１及びＢ－３１－２ 

名称 Ｂ－３１－１ Ｂ－３１－２ 

種類 

水質汚濁防止法施行令別表第１

の第２７号ロに掲げる遠心分離

機 

水質汚濁防止法施行令別表第１

の第２７号ロに掲げる遠心分離

機 

能力 １００ℓ ／時間 １００ℓ ／時間 
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イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び設置年月日 

（ア） Ｂ－２９及びＢ－３０ 

名称 Ｂ－２９ Ｂ－３０ 

使用時間間隔 １～３回／日 １～２回／日 

１日当たりの使用時間 ０．２時間／回 ０．２５時間／回 

季節的変動 なし なし 

設置年月日 許可日以降 許可日以降 

（イ） Ｂ－３１－１及びＢ－３１－２ 

名称 Ｂ－３１－１ Ｂ－３２－２ 

使用時間間隔 １～２回／日 １～２回／日 

１日当たりの使用時間 １時間／回 １時間／回 

季節的変動 なし なし 

設置年月日 許可日以降 許可日以降 

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通 

常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の 

値 

（ア） Ｂ－２９及びＢ－３０ 

名称 Ｂ－２９ Ｂ－３０ 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０．００１ 

最大 ０．００３ 

通常 ０．００１６ 

最大 ０．００３２ 

水素イオン濃度 
通常 ４．０ 

最大 １０．０ 

通常 ４．０ 

最大 １０．０ 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 １０，０００ 

通常 ０ 

最大 １０，０００ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 １５０ 

通常 ０ 

最大 １５０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

通常 ０ 

最大 ０ 

燐
りん

含有量 通常 ０ 通常 ０ 
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（ｍｇ／ℓ ） 最大 ０ 最大 ０ 

（イ） Ｂ－３１－１及びＢ－３１－２ 

名称 Ｂ－３１－１ Ｂ－３１－２ 

汚水等の量 

（ｍ３／日） 

通常 ０．０５ 

最大 ０．１ 

通常 ０．０５ 

最大 ０．１ 

水素イオン濃度 
通常 ４．０ 

最大 １０．０ 

通常 ４．０ 

最大 １０．０ 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 １０，０００ 

通常 ０ 

最大 １０，０００ 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 １５０ 

通常 ０ 

最大 １５０ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５ 

最大 ５００ 

通常 ５ 

最大 ５００ 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０ 

最大 ０ 

通常 ０ 

最大 ０ 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

特定施設から排出される液体は製品として回収又は不要物として産業廃

棄物処理業者に処理を委託するため、汚水等の処理施設への汚水等の流入

はない。 

 （５） 排出水に関する事項 

ア 排水口名 Ｎｏ．４排水口 

イ 排出水の量及び汚染状態 

項目  設置前 設置後 

排出水の量 

（ｍ３／日） 
通常 １１，３９２ 

最大 １２，９８８ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５．８ 

最大 ８．６ 
同左 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２７ 

最大 ４２ 
同左 

窒素含有量 通常 ４０ 同左 
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（ｍｇ／ℓ ） 最大 ６０  

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．２ 

最大 ０．９ 
同左 

ほう素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５ 

最大 １０ 
同左 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４ 

最大 ８ 
同左 

窒素（アンモニア性窒素等）

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

２  縦覧の期間及び場所  
（１） 期間  

令和６年２月６日から同年２月２７日まで（日曜日、土曜日及び国民の  
  祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。  
  ）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（２） 場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局環境監視部環境監視課 

３  意見書の提出要領  
事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書 

を、令和６年２月２７日までに前項第２号の場所に到着するように提出する 

こと。 
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北九州市公告第８２号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和６年２月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和６年度介護保険認定調査業務（若松区及び戸畑区の更

新申請） 

 （２） 業務内容 仕様書で定めるとおり 

 （３） 契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで    

 （４） 履行場所 市長が指示する場所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

  当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

  とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費 

  税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金 

  額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２４条の２第１項に規定 

  する指定市町村事務受託法人又は同法第４６条第１項に規定する指定居宅 

  介護支援事業者であり、かつ、同法第２３条に規定する居宅サービス等の 

  提供を行わない者であって前項第３号の契約期間内においても引き続き居 

  宅サービス等の提供を行わないものであること。 

（２） 年間４，０００件以上の介護保険認定調査を実施した実績があるこ

と。 

（３） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （４） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （５） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の場所等 
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 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       北九州市総合保健福祉センター４階  

北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係      

 イ 日時 この公告の日から令和６年２月９日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。  

 （３） 入札説明会の場所及び日時  

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       北九州市総合保健福祉センター４階 ４２会議室  

  イ 日時 令和６年２月１３日午前１０時３０分 

（４） 競争参加申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希望

する者は、令和６年２月９日午後４時までに委託契約に係る競争参加申出

書を北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係に提出しなけれ

ばならない。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第３号アの場所 

  イ 日時 令和６年２月１９日午前１０時３０分 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  
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   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

 ２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す 

 る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係 

   〒８０２－８５６０ 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

   北九州市総合保健福祉センター４階 

   電話 ０９３－５２２－８７１８ 
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北九州市公告第８３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和６年２月６日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の 

名称 
開発行為者 

北九州市若松区藤ノ木二丁目１９２ 

６番４、１９２６番１２、１９２６ 

番１５、１９２６番１６及び１９２ 

６番１８から１９２６番２０まで 

北九州市若松区浜町一丁目４番７

号 

株式会社都市空間 

代表取締役 足立浩啓 

北九州市八幡東区平野三丁目２７０ 

番１のうち、２７０番９のうち、２ 

７０番２１のうち、２７０番２２の 

うち、２７０番２３、２７０番２４ 

のうち、２７０番２６、４６０番６ 

０のうち及び４６０番６１のうち 

北九州市八幡東区平野二丁目１１

番１号 

株式会社スピナ 

代表取締役 野嵜武秀 
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北九州市公告第８４号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年２月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス八幡萩原店 

  北九州市八幡西区萩原一丁目２番２ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗の名称 

  ア 変更前 

（仮称）ドラッグコスモス八幡萩原店 

  イ 変更後 

ドラッグコスモス八幡萩原店 

 （２） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

       株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビル S 館４階 

    代表取締役 横山英昭    

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

    代表取締役 横山英昭 

（３） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 
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  ア 変更前 

       株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビル S 館４階 

    代表取締役 横山英昭    

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

（１）  前項第１号 平成３０年５月１９日 

（２） 前項第２号及び第３号の住所 令和５年９月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和６年１月２３日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年６月６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和６年６月６日までに北九州市産業経

済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出するこ

と。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第８５号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年２月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス八幡萩原店 

  北九州市八幡西区萩原一丁目２番２ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更する事項 

  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 （１） 駐輪場の位置及び収容台数 

  ア 変更前 建物南側 １０台 

  イ 変更後 建物南東側 １０台 

４ 変更する年月日 

  令和６年９月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和６年１月２３日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

  北九州市八幡西区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年６月６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日
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に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和６年６月６日までに北九州市産業経

済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出するこ

と。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公告第８６号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査の結果に基づいて

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告し、当該

地図及び簿冊を次のとおり一般の閲覧に供する。 

  令和６年２月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 地図及び簿冊の名称 

 北九州市小倉南区安部山、葛原一丁目、湯川三丁目、湯川四丁目、湯川五

丁目、中吉田二丁目、中吉田三丁目及び中吉田四丁目の各一部の地図及び簿

冊 

２ 地図は令和４年度中に測量して作成し、簿冊は令和５年３月３１日現在の 

状況により調査して作成したものである。 

３ 閲覧期間 

 令和６年２月６日から同月２６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日

午前９時から午後４時３０分まで 

４ 閲覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建設局総務用地部総務課地籍係 

５ 訂正の申出 

  地図及び簿冊に測量又は調査上の誤り等があると認める者は、閲覧期間内 

 に、市長に対して、訂正を申し出ることができる。 

誤り等の訂正の申出をするときは、その旨を記載した書面を提出すること 

 。 

  誤り等の訂正の申出書の用紙は、閲覧場所に備えている。 
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北九州市公告第８７号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和６年２月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 委託内容等 

（１） 業務名 北九州市立響ホール・国際村交流センター大規模改修工事 

基本設計委託  

（２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

（３） 契約期間 契約締結日から令和７年３月７日まで 

（４） 履行場所 北九州市八幡東区平野一丁目１番１号 

（５） 予定価格 １，８１７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。 

 ） 

（６） 入札方法  

ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

イ 入札は、電子入札システムにより行う。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２） 競争参加資格確認申請書の提出期間の末日正午時点において、次の

いずれにも該当すること。 

ア 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格

及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１

項の有資格業者名簿（測量及び建設コンサルタント有資格者名簿という

。以下同じ。）に、建築関係コンサルタント業務として記載されている

こと。 

イ 北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」
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という。）から指名停止を受けている期間中でないこと。 

ウ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級

建築士事務所の登録を受けていること。 

エ 本社若しくは本店又は測量及び建設コンサルタント有資格者名簿に登

録された受任地が福岡県内にあること。 

オ 平成１５年度以降に受託し令和５年３月３１日までに業務を完了した

国又は地方公共団体が委託した４００席以上の文化ホールを新築、増築

又は改築する工事に係る設計業務について、単体又は共同企業体の代表

構成員として受託した実績を有すること。 

３ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約課 

イ 日時 この公告の日から令和６年２月２７日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１

１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 入札説明書にあっては北九州市技術監理局契約部のホームページの入

札・契約情報から、仕様書にあっては当該ホームページの設計図書から

ダウンロードする方法により交付する。 

北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 イ 入札説明書に定める期間中に仕様書の交付を受けない者又は北九州市

電子入札システムの利用者登録を完了していない者は、この入札に参加

することができない。 

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加資格確認申請書の提出期間 

この公告の日から令和６年２月９日までの毎日午前９時から午後４時３

０分まで及び同月１３日午前９時から正午まで 

（５） 入札書の受付期間 

令和６年２月２１日及び同月２２日午前９時から午後７時まで並びに同

月２６日午前９時から午後４時３０分まで 

（６） 開札の場所及び日時 

ア 場所 第１号アの場所 
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イ 日時 令和６年２月２７日午前９時 

４ 電子入札に関する事項 

（１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書の提出、開札、落札

者の決定、落札者決定通知書の発行等を電子入札システムにより行う。 

（２） その他電子入札システムに係る運用については、北九州市電子入札

実施要領、運用基準及び電子入札心得によるものとする。 

５ その他 

（ 1 ） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 最低制限価格は、設けるものとする。 

（３） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上の額 

ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のいずれかに該当

する場合は免除する。 

（４） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

エ 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する所管課の名称及び所在

地等 

北九州市技術監理局契約部契約課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２２５６ 
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